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(57)【要約】
【課題】従来のプロテクトフィルムに求められていた剛
性、耐引裂き性、透明性及び商品の異物から保護だけで
なく、保護すべき商品の表面の酸化劣化も抑えられる機
能を有するプロテクトフィルムを提供するものである。
【解決手段】プロテクトフィルム１は、表面から順に、
ポリオレフィン系樹脂層２ａ、接着樹脂層３ａ、ガスバ
リア性樹脂層４、接着樹脂層３ｂ及びポリオレフィン系
樹脂層２ｂが積層され、ガスバリア性樹脂層４の酸素透
過度が１０ｃｃ／ｍ2・ｄ・ａｔｍ（２３℃－６５％Ｒ
Ｈ）以下である積層フィルム５とその片側表面に形成さ
れた粘着層６とからなることを特徴とするものである。
【選択図】図１



(2) JP 2010-52178 A 2010.3.11

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面から順に、ポリオレフィン系樹脂層、接着樹脂層、ガスバリア性樹脂層、接着樹脂
層及びポリオレフィン系樹脂層が積層され、ガスバリア性樹脂層の酸素透過度が１０ｃｃ
／ｍ2・ｄ・ａｔｍ以下（２３℃－６５％ＲＨ下における）である基材フィルムとその片
側表面に形成された粘着層とからなることを特徴とするプロテクトフィルム。
【請求項２】
　前記ガスバリア性樹脂層が、エチレン－ビニルアルコール共重合体であり、このエチレ
ン－ビニルアルコール共重合体のエチレンモル濃度が２０ｍｏｌ％～６０ｍｏｌ％、好ま
しくは３１ｍｏｌ％～４５ｍｏｌ％であることを特徴とする請求項１に記載のプロテクト
フィルム。
【請求項３】
　前記ガスバリア性樹脂層が、メタキシリレンジアミン（ＭＸナイロン）であることを特
徴とする請求項１に記載のプロテクトフィルム。
【請求項４】
　前記接着樹脂層が、無水マレイン酸変性及びカルボン酸変性の、ポリエチレン及びポリ
プロピレンの何れかよりなることを特徴とする請求項１乃至３の何れか一項に記載のプロ
テクトフィルム。
【請求項５】
　前記ポリオレフィン系樹脂層が、高圧法低密度ポリエチレン、中密度ポリエチレン、高
密度ポリエチレン、ポリプロピレン、環状ポリオレフィン、又はそれらの混合物の何れか
よりなることを特徴とする請求項１乃至４の何れか一項に記載のプロテクトフィルム。
【請求項６】
　前記粘着層が基材フィルムの片側表面に共押出し又は押出しコーティングにより形成さ
れたものであることを特徴とする請求項１乃至５の何れか一項に記載のプロテクトフィル
ム。
【請求項７】
　前記粘着層が基材フィルムの片側表面に溶剤塗布法により形成されたものであることを
特徴とする請求項１乃至５の何れか一項に記載のプロテクトフィルム。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は製品の保護に利用されるプロテクトフィルムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　プロテクトフィルムは、一般に、プラスチック板、アルミニウム板、ステンレス板、ガ
ラス板、化粧鋼板、アルミサッシ、自動車車体等の表面を保護するフィルムであり、輸送
、保管、加工時の傷、汚染、腐食等を防止するために使用されている。
　これまでのプロテクトフィルムの多くは、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステ
ル樹脂等からなる。
　又、プロテクトフィルムについては、剛性、特に高温領域での剛性、透明性、耐引き裂
き性に優れることが求められる。プロテクトフィルムの剛性が高い場合は、プロテクトフ
ィルムを製品に貼着した後に高温状態になったときでも、プロテクトフィルムの製品に密
着していない部分が垂れることがなく、製品を十分に保護できる。又、プロテクトフィル
ムの透明性が高ければ、プロテクトフィルムを貼着したまま、製品を目視で検査できる。
又、プロテクトフィルムの耐引き裂き性が優れていれば、プロテクトフィルムを製品から
剥離する際に、プロテクトフィルムが引き裂かれることはないが、耐引き裂き性が低いと
、プロテクトフィルムが引き裂かれて剥離作業の作業性が低くなる（特許文献１、段落０
００３参照）。
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　近年、保護すべき商品の微細化、性能等の維持について関心が高まっている。しかし、
それにもかかわらず、単層樹脂フィルムからなるプロテクトフィルムでは衝撃、傷つきに
対する保護はできても、商品の表面に及ぼされる酸化劣化及び紫外線暴露等の外的因子に
は対応できていなかった。
【特許文献１】特開２００６－３２１８５６号、段落０００３
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明が解決しようとする課題は、従来のプロテクトフィルムに求められていた剛性、
耐引裂き性、透明性及び商品の異物から保護だけでなく、保護すべき商品の表面の酸化劣
化も抑えられる機能を有するプロテクトフィルムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　請求項１に記載の発明は、上記課題を解決するもので、表面から順に、ポリオレフィン
系樹脂層、接着樹脂層、ガスバリア性樹脂層、接着樹脂層及びポリオレフィン系樹脂層が
積層され、ガスバリア性樹脂層の酸素透過度が１０ｃｃ／ｍ2・ｄ・ａｔｍ（２３℃－６
５％ＲＨ）以下である積層フィルムとその片側表面に形成された粘着層とからなることを
特徴とするプロテクトフィルムを要旨とする。
【０００５】
　本発明のプロテクトフィルムは、酸素透過度が１０ｃｃ／ｍ2・ｄ・ａｔｍ（２３℃－
６５％ＲＨ）であるガスバリア性樹脂層を有するので、このプロテクトフィルムによれば
、保護すべき商品の表面の酸化劣化を抑えることができ、例えば化粧鋼板の表面が、自然
環境下において経時的に酸化劣化することを防止することができる。
【０００６】
　本発明において、ガスバリア性樹脂層として、エチレンモル濃度が２０ｍｏｌ％～６０
ｍｏｌ％、好ましくは３１ｍｏｌ％～４５ｍｏｌ％を有するエチレン－ビニルアルコール
共重合体、又はメタキシリレンジアミン（ＭＸナイロン）を適用することができる。
【０００７】
　本発明において、接着樹脂層は、無水マレイン酸変性及びカルボン酸変性の、ポリエチ
レン又はポリプロピレンの何れかよりなる。
【０００８】
　本発明において、ポリオレフィン系樹脂層は、高圧法低密度ポリエチレン、中密度ポリ
エチレン、高密度ポリエチレン、ポリプロピレン、環状ポリオレフィン、又はそれらの混
合物の何れかよりなる。
【０００９】
　本発明において、粘着層としては、積層フィルムの片側表面に共押出し又は押出しコー
ティングにより形成された粘着層、又は積層フィルムの片側表面に溶剤塗布法により形成
された粘着層を適用しうる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明のプロテクトフィルムは、従来のプロテクトフィルムに求められていた剛性、耐
引裂き性、透明性及び商品の異物から保護だけでなく、保護すべき商品の表面の酸化劣化
を抑えることができ、例えば化粧鋼板の表面が、自然環境下において経時的に酸化劣化す
ることを抑制することができる。その他、例えばポリプロピレン系樹脂製自動車用バンパ
ーに本発明のプロテクトフィルムを貼着して酸化劣化を抑制し、又、自然環境における熱
や太陽光線による塗装の黄変現象を抑制し、塗装鋼材からなる自動車車体の塗装色との相
違をなくすことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　図１は、本発明のプロテクトフィルムを示す。
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【００１２】
　図１に示すように、本発明のプロテクトフィルム１は、表面から順にポリオレフィン系
樹脂層２ａ、接着樹脂層３ａ、ガスバリア性樹脂層４、接着樹脂層３ｂ及びポリオレフィ
ン系樹脂層２ｂが積層され、酸素透過度が１０ｃｃ／ｍ2・ｄ・ａｔｍ（２３℃－６５％
ＲＨ）以下のガスバリア性樹脂層４が積層された積層フィルム５とその片側表面に形成さ
れた粘着層６とからなる。
【００１３】
　このプロテクトフィルム１は、酸素透過度が１０ｃｃ／ｍ2・ｄ・ａｔｍ（２３℃－６
５％ＲＨ）以下であるガスバリア性樹脂層を有するので、このプロテクトフィルム１によ
って、保護すべき商品の表面の酸化劣化を抑制することができる。防止し、例えば化粧鋼
板の自然環境下において経時的に化粧鋼板の表面に酸化劣化はおこることを防止し、又、
自動車車体の塗装焼付け後、自然環境下において経時的に塗装応変がおこることを防止す
る。
【００１４】
　本発明において、ポリオレフィン系樹脂層２ａ及び２ｂは、高圧法低密度ポリエチレン
、中密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、ポリプロピレン、環状ポリオレフィン、又
はそれらの混合物の何れかよりなる。その場合、前記ポリオレフィン系樹脂には、スリッ
プ剤、アンチブロック剤等の析出が懸念される材料は添加しない。但し酸化防止剤は必須
で、特にＢＨＴ等の酸化防止剤が好ましい。
【００１５】
　その他の酸化防止剤として、テトラキス［メチレン－３－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブ
チル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート］メタン、オクタデシル－３－（３，５
－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシルフェニル）プロピオネート、１，３，５－ト
リス（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジル）－１，３，５－トリア
ジン－２，４，６（１Ｈ，３Ｈ，５Ｈ）トリオン、２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－
（４，６－ビス（オクチルチオ）－１，３，５－トリアジン－２－イルアミノ）フェノー
ル等のヒンダードフェノール系酸化防止剤を用いることができる。
【００１６】
　本発明において、ガスバリア性樹脂層４として、エチレンモル濃度が２０ｍｏｌ％～６
０ｍｏｌ％、好ましくは３０ｍｏｌ％～４５ｍｏｌ％のエチレン－ビニルアルコール共重
合体を適用しうる。２０ｍｏｌ％以下であると、高いガスバリア性を示すが、製膜加工の
難易度が上がり量産化が困難となる。又、６０ｍｏｌ以上であると、加工性はポリエチレ
ンに近づき容易となるが、ガスバリア性は低下してしまい、好ましくない。
　又、はメタキシリレンジアミン（ＭＸナイロン）を適用することができるが比較的製膜
加工が難しい。しかし、ガスバリア性は向上するため、安定生産できれば、メタキシリレ
ンジアミン（ＭＸナイロン）を用いて、高いガスバリア性のプロテクトフィルムを製造す
ることができる。
【００１７】
　本発明において、接着樹脂層３ａ及び３ｂは、無水マレイン酸変性及びカルボン酸変性
の、ポリエチレン又はポリプロピレンの何れかよりなる。無水マレイン酸変性ポリエチレ
ン又はポリプロピレンは、酸性変性率が０．１％～３％程度のものが好ましい。カルボン
酸変性ポリエチレン又はポリプロピレンも使用できるが好ましくは無水マレイン酸変性ポ
リエチレン又はポリプロピレンが好ましい。
【００１８】
　本発明において、積層フィルム５の片側表面に、共押出し或いは押出しコーティングに
より形成した粘着層６を有する。
【００１９】
　その場合、粘着樹脂としては、ＥＶＡ粘着樹脂（テルペン系樹脂を２～２０％含むＶＡ
含率５～２０％のエチレン酢酸ビニル共重合体からなる粘着剤）、スチレンゴム系粘着樹
脂（スチレン含率５～３０％の、スチレン－エチレン－ブタジエン－スチレン樹脂、或い
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はスチレン－イソプレン－スチレン樹脂、ＳＩＢＳ樹脂、ＳＢＳ樹脂へテルペン系樹脂を
２～２０％添加した粘着剤）、ポリプロピレン系粘着剤（ポリプロピレン樹脂にベースに
エチレン・ブテンコポリマーを共重合させたポリプロピレン系ゴムへテルペン系樹脂を２
～２０％添加した粘着樹脂）を適用しうる。
【００２０】
　又、粘着層６を共押出し、或いは押出しコーティングにより積層フィルム５の内層表面
に形成することに代えて、粘着層６を積層フィルム５の層表面に溶剤系粘着樹脂を塗工し
て形成することもできる。
【００２１】
　その場合、溶剤系塗工用樹脂として、アクリル系粘着剤（（メタ）アクリル酸アルキル
エステル（共）重合体を主成分とするアクリルポリマーをベースとする有機溶剤希釈型ア
クリル系粘着剤。この粘着剤は、主に、コンマーター、ダイコーターによって塗布される
。）、ゴム系粘着剤（スチレン－イソプレン－スチレンブロック共重合体、スチレン－ブ
タジエンゴム、ポリブテン、ポリイソプレン、ブチルゴム、天然ゴム等を主成分とするゴ
ム系粘着剤をベースとする粘着剤を使用することができる。
【実施例１】
【００２２】
　（１）第一層の材料として、オートクレーブ法によって重合された高圧法低密度ポリエ
チレン（密度＝０．９２４ｇ／ｃｍ3、ＭＦＲ＝３．５／１０分）１００重量部からなる
樹脂組成物を調製した。
　（２）第二層の材料として、無水マレイン酸変性の接着性ポリエチレン（三井化学（株
）製アドマーＮＦ５２８）１００重量部からなる樹脂組成物を調製した。
　（３）第三層の材料として、エチレン－ビニルアルコール共重合体（ＥＶＯＨ）（（株
）クラレ製エバールＨ１７１：密度＝１．１７ｇ／ｃｍ3、ＭＦＲ＝１．６ｇ／１０分：
エチレンモル濃度＝３８％）１００．０重量部の樹脂組成物を調製した。
　（４）第四層の材料として、無水マレイン酸変性の接着性ポリエチレン（三井化学（株
）製アドマーＮＦ５２８）１００重量部からなる樹脂組成物を調製した。
　（５）第五層の材料として、オートクレーブ法によって重合された高圧法低密度ポリエ
チレン（密度＝０．９２４ｇ／ｃｍ3、ＭＦＲ＝３．５／１０分）１００重量部からなる
樹脂組成物を調製した。
【００２３】
　３種５層のインフレーション共押出製膜機を用いて、（１）の樹脂組成物層１５μｍ／
（２）の樹脂組成物層５μｍ／（３）の樹脂組成物層１０μｍ／（４）の樹脂組成物５μ
ｍ／（５）の樹脂組成物１５μｍの５層からなる総厚５０μｍの積層フィルムを製造した
。
【００２４】
　この積層フィルムの第五層の表面にコロナ処理（４７０ｍＮ／ｍ）を施し、その表面に
アクリル系粘着剤である東亜合成（株）製アロンタック「Ｍ－３００」を溶剤希釈して、
固形分３０重量％にしたものをコンマコーターにより塗布し、厚み１０μｍの粘着層を形
成した。その後４０℃の温度下に７日間保持した後、酸素バリアタイプのプロテクトフィ
ルムを得た。
　このプロテクトフィルムの酸素透過度は、１．１ｃｃ／ｍ2・ｄ・ａｔｍ（２３℃－６
５％ＲＨ）以下と非常に酸素バリア性の高いフィルムであった。
【００２５】
　このプロテクトフィルムを化粧鋼板に常温でシワを発生せずに綺麗に密着させることが
できた。又、プロテクトフィルムを貼着後１年経た後、プロテクトフィルムを取り除いて
検査の結果、化粧鋼板の表面に酸化劣化は見られないことがわかった。
【実施例２】
【００２６】
　（１）第一層の材料として、オートクレーブ法によって重合された高圧法低密度ポリエ
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チレン（密度＝０．９２４ｇ／ｃｍ3、ＭＦＲ＝３．５／１０分）１００重量部からなる
樹脂組成物を調製した。
　（２）第二層の材料として、無水マレイン酸変性の接着性ポリエチレン（三井化学（株
）製アドマーＮＦ５２８）１００重量部からなる樹脂組成物を調製した。
　（３）第三層の材料として、エチレン－ビニルアルコール共重合体（ＥＶＯＨ）（（株
）クラレ製エバールＨ１７１：密度＝１．１７ｇ／ｃｍ3、ＭＦＲ＝１．６ｇ／１０分：
エチレンモル濃度＝４４％）１００．０重量部の樹脂組成物を調製した。
 （４）第四層の材料として、無水マレイン酸変性の接着性ポリエチレン（三井化学（株
）製アドマーＮＦ５２８）１００重量部からなる樹脂組成物を調製した。
　（５）第五層の材料として、オートクレーブ法によって重合された高圧法低密度ポリエ
チレン（密度＝０．９２４ｇ／ｃｍ3、ＭＦＲ＝３．５／１０分）１００重量部からなる
樹脂組成物を調製した。
【００２７】
　３種５層のインフレーション共押出製膜機を用いて、（１）の樹脂組成物層１５μｍ／
（２）の樹脂組成物層５μｍ／（３）の樹脂組成物層１０μｍ／（４）の樹脂組成物５μ
ｍ／（５）の５層からなる総厚５０μｍの積層フィルムを製造した。
【００２８】
　この積層フィルムの第五層の表面にコロナ処理（４７０ｍＮ／ｍ）を施し、その表面に
アクリル系粘着剤である東亜合成（株）製アロンタック「Ｍ－３００」を溶剤希釈して、
固形分３０重量％にしたものをコンマコーターにより塗布し、厚み１０μｍの粘着層を形
成した。その後４０℃の温度下に７日間保持した後、酸素バリアタイプのプロテクトフィ
ルムを得た。
　このプロテクトフィルムの酸素透過度は、１．９ｃｃ／ｍ2・ｄ・ａｔｍ（２３℃－６
５％ＲＨ）以下と非常に酸素バリア性の高いフィルムであった。
【００２９】
　このプロテクトフィルムを化粧鋼板に常温でシワを発生せずに綺麗に密着させることが
できた。又、プロテクトフィルムを貼着後１年経た後、プロテクトフィルムを取り除いて
検査の結果、化粧鋼板の表面に酸化劣化は見られないことがわかった。
【実施例３】
【００３０】
　（１）第一層の材料として、オートクレーブ法によって重合された高圧法低密度ポリエ
チレン（密度＝０．９２４ｇ／ｃｍ3、ＭＦＲ＝３．５／１０分）１００重量部からなる
樹脂組成物を調製した。
　（２）第二層の材料として、無水マレイン酸変性の接着性ポリエチレン（三井化学（株
）製アドマーＮＦ５２８）１００重量部からなる樹脂組成物を調製した。
　（３）第三層の材料として、ＭＸＤ－メタキシリレンジアミン（ＭＸナイロン）（三菱
ガス化学（株）製ＭＸナイロンＳ６００７：密度＝１．２２ｇ／ｃｍ3、ＭＦＲ＝２．０
ｇ／１０分）１００重量部からなる樹脂組成物を調製した。
 （４）第四層の材料として、無水マレイン酸変性の接着性ポリエチレン（三井化学（株
）製アドマーＮＦ５２８）１００重量部からなる樹脂組成物を調製した。
　（５）第五層の材料として、オートクレーブ法によって重合された高圧法低密度ポリエ
チレン（密度＝０．９２４ｇ／ｃｍ3、ＭＦＲ＝３．５／１０分）１００重量部からなる
樹脂組成物を調製した。
【００３１】
　３種５層のインフレーション共押出製膜機を用いて、（１）の樹脂組成物層１５μｍ／
（２）の樹脂組成物層５μｍ／（３）の樹脂組成物層１０μ／（４）の樹脂組成物５μｍ
／（５）の樹脂組成物層１５μｍの５層からなる総厚５０μｍの積層フィルムを製造した
。
【００３２】
　この積層フィルムの第五層の表面にコロナ処理（４７０ｍＮ／ｍ）を施し、その表面に
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アクリル系粘着剤である東亜合成（株）製アロンタック「Ｍ－３００」を溶剤希釈して、
固形分３０重量％にしたものをコンマコーターにより塗布し、厚み１０μｍの粘着層を形
成した。その後４０℃の温度下に７日間保持した後、酸素バリアタイプのプロテクトフィ
ルムを得た。
　このプロテクトフィルムの酸素透過度は、０．９ｃｃ／ｍ2・ｄ・ａｔｍ（２３℃－６
５％ＲＨ）以下と非常に酸素バリア性の高いフィルムであった。
【００３３】
　このプロテクトフィルムを化粧鋼板に常温でシワを発生せずに綺麗に密着させることが
できた。又、プロテクトフィルムを貼着後１年経た後、プロテクトフィルムを取り除いて
検査の結果、化粧鋼板の表面に酸化劣化は見られないことがわかった。
【実施例４】
【００３４】
　（１）第一層の材料として、メタロセン触媒重合系の機能性ランダムタイプポリプロピ
レン（日本ポリプロ（株）製ウインテックＷＦＸ：密度＝０．９ｇ／ｃｍ3、ＭＦＲ＝７
．０ｇ／１０分）１００重量部からなる樹脂組成物を調製した。
　（２）第二層の材料として、無水マレイン酸変性の接着性ポリエチレン（三井化学（株
）製アドマーＱＥ８００）１００重量部からなる樹脂組成物を調製した。
　（３）第三層の材料として、エチレン－ビニルアルコール共重合体（ＥＶＯＨ）（（株
）クラレ製エバールＨ１７１：密度＝１．１７ｇ／ｃｍ3、ＭＦＲ＝１．６ｇ／１０分：
エチレンモル濃度＝３８％）１００．０重量部の樹脂組成物を調製した。
 （４）第四層の材料として、無水マレイン酸変性の接着性ポリエチレン（三井化学（株
）製アドマーＱＥ８００）１００重量部からなる樹脂組成物を調製した。
　（５）第五層の材料として、メタロセン触媒重合系の機能性ランダムタイプポリプロピ
レン（日本ポリプロ（株）製ウインテックＷＦＸ：密度＝０．９ｇ／ｃｍ3、ＭＦＲ＝７
．０ｇ／１０分）１００重量部からなる樹脂組成物を調製した。
【００３５】
　３種５層のインフレーション共押出製膜機を用いて、（１）の樹脂組成物層１５μｍ／
（２）の樹脂組成物層５μｍ／（３）の樹脂組成物層１０μｍ／（４）の樹脂組成物５μ
ｍ／（５）樹脂組成物層１５μｍの５層からなる総厚５０μｍの積層フィルムを製造した
。
【００３６】
　この積層フィルムの第五層の表面にコロナ処理（４５０ｍＮ／ｍ）を施し、その表面に
アクリル系粘着剤である東亜合成（株）製アロンタック「Ｍ－３００」を溶剤希釈して、
固形分３０重量％にしたものをコンマコーターにより塗布し、厚み１０μｍの粘着層を形
成した。その後４０℃の温度下に７日間保持した後、酸素バリアタイプのプロテクトフィ
ルムを得た。
　このプロテクトフィルムの酸素透過度は、１．０ｃｃ／ｍ2・ｄ・ａｔｍ以下（２３℃
－６５ＲＨ）と非常に酸素バリア性の高いフィルムであった。
【００３７】
　このプロテクトフィルムを化粧鋼板に常温でシワを発生せずに綺麗に密着させることが
できた。又、プロテクトフィルムを貼着後１年経た後、プロテクトフィルムを取り除いて
検査の結果、化粧鋼板の表面に酸化劣化は見られないことがわかった。
【実施例５】
【００３８】
　（１）第一層の材料として、メタロセン触媒重合系の機能性ランダムタイプポリプロピ
レン（日本ポリプロ（株）製ウインテックＷＦＸ：密度＝０．９ｇ／ｃｍ3、ＭＦＲ＝７
．０ｇ／１０分）１００重量部からなる樹脂組成物を調製した。
　（２）第二層の材料として、無水マレイン酸変性の接着性ポリエチレン（三井化学（株
）製アドマーＱＥ８００）１００重量部からなる樹脂組成物を調製した。
　（３）第三層の材料として、エチレン－ビニルアルコール共重合体（ＥＶＯＨ）（（株
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）クラレ製エバールＨ１７１：密度＝１．１７ｇ／ｃｍ3、ＭＦＲ＝１．６ｇ／１０分：
エチレンモル濃度＝３８％）１００．０重量部の樹脂組成物を調製した。
　（４）第四層の材料として、無水マレイン酸変性の接着性ポリエチレン（三井化学（株
）製アドマーＱＥ８００）１００重量部からなる樹脂組成物を調製した。
　（５）第五層の材料として、メタロセン触媒重合系の機能性ランダムタイプポリプロピ
レン（日本ポリプロ（株）製ウインテックＷＦＸ：密度＝０．９ｇ／ｃｍ3、ＭＦＲ＝７
．０ｇ／１０分）１００重量部からなる樹脂組成物を調製した。
　（６）第六層の材料として、スチレン－エチレン－ブタジエン－スチレン共重合体（Ｊ
ＳＲ（株）製ダイナロン１３２０Ｐ：ＰＳ含率＝１０％、密度＝０．８９０ｇ／ｃｍ3、
ＭＦＲ＝３．５ｇ／１０分）７０重量部、ランダムポリプロピレン樹脂（日本ポリプロ（
株）製ウインテックＭＦＲ＝７．９ｇ／１０分）２０重量部及びテルペン樹脂１０重量部
を十分に混練して樹脂組成物を調製した。
【００３９】
　４種６層のインフレーション共押出製膜機を用いて、（１）の樹脂組成物層１５μｍ／
（２）の樹脂組成物層５μｍ／（３）の樹脂組成物層１０μ／（４）の樹脂組成物層５μ
ｍ／（５）の樹脂組成物層の１５μｍ／（６）の樹脂組成物層１０μｍの６層からなる総
厚６０μｍのプロテクトフィルムを製造した。
　このプロテクトフィルムの酸素透過度は、１．１ｃｃ／ｍ2・ｄ・ａｔｍ以下（２３℃
－６５ＲＨ）と非常に酸素バリア性の高いフィルムであった。
【００４０】
　このプロテクトフィルムを化粧鋼板に常温でシワを発生せずに綺麗に密着させることが
できた。又、プロテクトフィルムを貼着後１年経た後、プロテクトフィルムを取り除いて
検査の結果、化粧鋼板の表面に酸化劣化は見られないことがわかった。
【００４１】
　「応用例」
　実施例１乃至５のプロテクトフィルムを、射出成形され、焼付け塗装されたポリプロピ
レン系樹脂製自動車用バンパーに貼着して酸化劣化を抑制し、且つ自然環境における熱や
太陽光線による塗装の黄変現象を抑制し、塗装鋼材からなる自動車車体との間の色ずれを
抑制することができた。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本発明のプロテクトフィルムは、プラスチック板、アルミニウム板、ステンレス板、ガ
ラス板、化粧鋼板、アルミサッシ、自動車車体等に貼着し、輸送、保管、加工時の傷、汚
染、腐食等を防止し、且つ酸化劣化を抑制するために使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の第一の実施の形態のプロテクトフィルムの断面図である。
【符号の説明】
【００４４】
　１　　　　　本発明の実施の形態のプロテクトフィルム
　２ａ　　　　ポリオレフィン系樹脂層
　２ｂ　　　　ポリオレフィン系樹脂層
　３ａ　　　　接着樹脂層
　３ｂ　　　　接着樹脂層
　４　　　　　ガスバリア性樹脂層
　５　　　　　積層フィルム
　６　　　　　接着層
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